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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工工程と、
電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、
固化された塗布膜である固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、
圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を備え、
前記圧縮工程を前記固化工程と前記乾燥工程の間に行ない、
　前記電極材料は液状のスラリであり、
前記固化工程は、前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる成分を含んでなる固
化液を前記塗布された電極材料からなる塗布膜に噴霧して該塗布膜を固化させる工程であ
り、
前記電極材料のスラリに含まれる溶剤は、非プロトン性極性溶剤であり、
前記固化液に用いる溶剤は、水もしくはアルコール類またはこれらの混合液であることを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項２】
　電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工工程と、
電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、
固化された塗布膜である固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、
圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を備え、
前記乾燥工程の前に前記固化工程と前記圧縮工程を行ない、
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　前記電極材料は液状のスラリであり、
前記固化工程は、前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる成分を含んでなる固
化液を前記塗布された電極材料からなる塗布膜に噴霧して該塗布膜を固化させる工程であ
り、
前記電極材料のスラリに含まれる溶剤は、非プロトン性極性溶剤であり、
前記固化液に用いる溶剤は、水もしくはアルコール類またはこれらの混合液であることを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項３】
　電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工工程と、
電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、
固化された塗布膜である固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、
圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を備え、
前記圧縮工程は、前記乾燥工程内で実施し、
　前記電極材料は液状のスラリであり、
前記固化工程は、前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる成分を含んでなる固
化液を前記塗布された電極材料からなる塗布膜に噴霧して該塗布膜を固化させる工程であ
り、
前記電極材料のスラリに含まれる溶剤は、非プロトン性極性溶剤であり、
前記固化液に用いる溶剤は、水もしくはアルコール類またはこれらの混合液であることを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項４】
　請求項１または２の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法で
あって、
さらに、前記固化工程によって固化された塗布膜である固化膜を一部乾燥させる第１の乾
燥工程を備え、
前記圧縮工程は、該一部乾燥させた固化膜を対向するプレスローラにより圧縮することを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法であ
って、
前記塗工工程は前記電極集電箔への両面塗工であり、
前記固化工程は塗工された両面の電極材料の両面一括固化であり、
前記圧縮工程は固化された両面の固化膜を両面一括圧縮し、
前記乾燥工程は圧縮された両面の固化膜を両面一括乾燥することを特徴とするリチウムイ
オン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１から４の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法であ
って、
前記塗工工程により、前記電極集電箔の１面に電極材料を塗布し、
前記固化工程により、塗工された１面の電極材料の固化を行い、
さらに、前記塗工工程により、前記電極集電箔の前記１面の裏面に電極材料を塗布し、
前記固化工程により、塗工された前記裏面の電極材料の固化を行い、
前記圧縮工程は固化された両面の固化膜を両面一括圧縮し、
前記乾燥工程は圧縮された両面の固化膜を両面一括乾燥することを特徴とするリチウムイ
オン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項７】
請求項１から６の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法であっ
て、
前記非プロトン性極性溶剤は、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、プロピレ
ンカーボネート、ジメチルホルムアミド、もしくはγ－ブチロラクトンであり、
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前記アルコール類は、エタノール、もしくはイソプロピルアルコールであることを特徴と
するリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法であ
って、
前記固化工程で供給される前記固化液のアルコール濃度は、２０～８０％であることを特
徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法。
【請求項９】
　請求項１から８の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法であ
って、
前記圧縮工程に備えられたプレスローラは、その表面にシリコン乃至テフロン（登録商標
）コーティングが施されていることを特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造
方法。
【請求項１０】
　電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、
前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、
固化された塗布膜である固化膜を圧縮するプレスローラと、
圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室を備え、
前記プレスローラを前記固化室と前記乾燥室の間に配置し、
前記電極材料は液状のスラリであり、
前記固化工程は、前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる成分を含んでなる固
化液を前記塗布された電極材料からなる塗布膜に噴霧して該塗布膜を固化させる工程であ
り、
前記電極材料のスラリに含まれる溶剤は、非プロトン性極性溶剤であり、
前記固化液に用いる溶剤は、水もしくはアルコール類またはこれらの混合液であることを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置。
【請求項１１】
　電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、
前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、
固化された塗布膜である固化膜を圧縮するプレスローラと、
圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室を備え、
前記乾燥室の前に前記固化室と前記プレスローラを配置し、
前記電極材料は液状のスラリであり、
前記固化工程は、前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる成分を含んでなる固
化液を前記塗布された電極材料からなる塗布膜に噴霧して該塗布膜を固化させる工程であ
り、
前記電極材料のスラリに含まれる溶剤は、非プロトン性極性溶剤であり、
前記固化液に用いる溶剤は、水もしくはアルコール類またはこれらの混合液であることを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置。
【請求項１２】
　電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、
前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、
固化された塗布膜である固化膜を圧縮するプレスローラと、
圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室を備え、
前記プレスローラは、前記乾燥室内に配置され、
前記電極材料は液状のスラリであり、
前記固化工程は、前記電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる成分を含んでなる固
化液を前記塗布された電極材料からなる塗布膜に噴霧して該塗布膜を固化させる工程であ
り、
前記電極材料のスラリに含まれる溶剤は、非プロトン性極性溶剤であり、
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前記固化液に用いる溶剤は、水もしくはアルコール類またはこれらの混合液であることを
特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置。
【請求項１３】
　請求項１０または１１の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造装
置であって、
さらに、前記固化工程によって固化された塗布膜である固化膜を一部乾燥させる第１の乾
燥室を備え、
前記プレスローラは、該第１の乾燥室で一部乾燥させた固化膜を圧縮することを特徴とす
るリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置。
【請求項１４】
　請求項１０から１３の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置
であって、
前記塗工手段は前記電極集電箔の両面へ電極材料の塗布を行う手段であり、
前記固化室は塗布された両面の電極材料を固化させる固化工程を行い、
前記プレスローラは固化された両面の固化膜を圧縮し、
前記乾燥室は圧縮された両面の固化膜を乾燥することを特徴とするリチウムイオン二次電
池の電極板の製造装置。
【請求項１５】
　請求項１０から１３の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置
であって、
前記塗工手段により、前記電極集電箔の１面に電極材料を塗布し、
前記固化室は塗布された１面の電極材料を固化させる固化工程を行い、
さらに、前記塗工手段により、前記電極集電箔の前記１面の裏面に電極材料を塗布し、
前記固化室が塗布された前記裏面の電極材料を固化させる固化工程を行い、
前記プレスローラは固化された両面の固化膜を圧縮し、
前記乾燥室は圧縮された両面の固化膜を乾燥することを特徴とするリチウムイオン二次電
池の電極板の製造装置。
【請求項１６】
　請求項１０から１５の何れか１項に記載のリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置
であって、
前記プレスローラは、その表面にシリコン乃至テフロン（登録商標）コーティングが施さ
れていることを特徴とするリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池の電極板の製造方法および製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電子機器の発達に伴い、これらの携帯電子機器の電力供給源として、繰り返し充電
が可能な小型二次電池が使用されている。中でも、エネルギー密度が高く、ライフサイク
ルが長いとともに、自己放電性が低く、かつ、作動電圧が高いリチウムイオン二次電池が
注目されている。リチウムイオン二次電池は、上述した利点を有するため、デジタルカメ
ラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話機などの携帯電子機器に多用されている
。
【０００３】
　さらに、近年では、電気自動車用電池や電力貯蔵用電池として、高容量、高出力、かつ
、高エネルギー密度を実現できる大型のリチウムイオン二次電池の研究開発が進められて
いる。特に、自動車産業においては、環境問題に対応するため、動力源としてモータを使
用する電気自動車や、動力源としてエンジン（内燃機関）とモータとの両方を使用するハ
イブリッド車の開発が進められている。このような電気自動車やハイブリッド車の電源と
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してもリチウムイオン二次電池が注目されている。同様に、太陽光発電や夜間電力を有効
利用するための電力貯蔵などの用途での重要性が増してきている。
【０００４】
　リチウムイオン二次電池は、正極板と負極板が両電極板の接触を防止するセパレータを
介して捲回または積層されている。この捲回体または積層体を電池外装容器に収納した後
、外装容器内に電解液が注入されている。
【０００５】
　正、負の電極板は一般に以下の方法で製造される。充放電によりリチウムイオンの放出
・吸蔵が可能な活物質と導電助剤の粉末を、バインダや溶剤などと混練した電極スラリを
作成し、このスラリをダイコータなどの塗工手段を用いて集電体である金属箔上に薄く、
均一に塗布する。その後、塗布したスラリ（以後、乾燥前の塗布スラリを塗布膜と記す）
中に含まれる溶剤を乾燥させることで電極膜を形成、電極板を製造する。通常、電極板は
プレスローラにより所定の密度に圧縮した後、所定の大きさに切断し、セパレータを介し
て正極板と負極板を断面渦巻状に捲回して電極捲回体が形成される。
【０００６】
　ここで、プレスローラによる圧縮工程とは、一対のローラを対向させ、このローラの間
に前述した電極板を通過させることにより行われている。リチウムイオン二次電池の高容
量化を図るためには、電極板の活物質充填密度を向上させる必要がある。
【０００７】
　しかしながら、前述したプレスローラを用いて活物質充填密度の向上を図ろうとすると
、圧縮時に電極板に加える圧力を高くするため、圧縮工程が進行するに従ってプレスロー
ラの表面が摩耗する。摩耗したプレスローラ表面の凹凸は不均一となるため、長期間使用
したプレスローラでは電極の厚さや密度がばらつくという問題が生じる。電極の厚みがば
らつくと、セパレータを介して正極板と負極板を断面渦巻状に捲回した際に、局所的に巻
圧が高くなる箇所が発生し、充放電時に過電圧が生じやすくなる。さらに、プレスローラ
表面の摩耗した部材は、電極中に入り込む異物となる。通常、プレスローラ部材にはＳＵ
Ｓ等の金属が使用される為、摩耗金属異物が電極中に混入した場合、正極と負極の間で短
絡を引起す恐れがある。
【０００８】
　上記の問題を解決するために、特開平１０－２７００３６号公報（特許文献１）がある
。特許文献１には、ローラの摩耗を抑制しつつ、ぺースト充填密度を向上することが可能
なペースト式電極の製造方法を提供することを目的として、表面粗さ（Ｒｍａｘ）の最大
値が２．５μｍ～５μｍの範囲にあるローラでペーストが充填ないし塗布された集電体を
圧延する工程が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－２７００３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、乾燥後の電極板は析出したバインダによって、加熱により軟化させた状
態でないと高圧縮が困難であることが知られている。よって、特許文献１の電極製造用ロ
ーラでは、リチウムイオン二次電池電極板に用いる材料に比べて柔らかいアルカリ電池用
電極板の圧縮は可能であっても、比較的硬いリチウムイオン二次電池電極板の圧縮では、
プレス圧を下げることができないという問題がある。
【００１１】
　上記問題点に鑑み、本発明は、リチウムイオン二次電池の電極板において、低いプレス
圧で電極板中の活物質充填密度を向上させることができる製造方法および製造装置を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は上
記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、リチウムイオン二
次電池の電極板の製造方法において、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布す
る塗工工程と、電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、固化された塗
布膜である固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、圧縮された固化膜
を乾燥させる乾燥工程を備え、圧縮工程を固化工程と乾燥工程の間に行なう方法とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、乾燥前に塗布電極膜のプレスを行うことが可能となる。これによりプ
レス圧力が低減可能となり、プレスローラ表面の摩耗を防ぐことができ、摩耗異物の混入
リスクやプレスローラの再研磨および交換コストの低減に寄与できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１、実施例６におけるリチウムイオン二次電池電極板製造・プレス装置の
構成図である。
【図２】実施例２におけるリチウムイオン二次電池電極板製造・プレス装置の構成図であ
る。
【図３】実施例３におけるリチウムイオン二次電池電極板製造・プレス装置の構成図であ
る。
【図４】実施例４におけるリチウムイオン二次電池電極板製造・プレス装置の構成図であ
る。
【図５】実施例５におけるリチウムイオン二次電池電極板製造・プレス装置の構成図であ
る。
【図６】従来のリチウムイオン二次電池が製造されるまでの工程を示した図である。
【図７】従来のリチウムイオン二次電池電極板製造装置の構成図である。
【図８】従来のリチウムイオン二次電池電極板プレス装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　まず、本発明に係る、従来のリチウムイオン二次電池の製造工程について図６～図８を
用いて説明する。
【００１６】
　図６は、リチウムイオン二次電池が製造されるまでの具体的な工程を模式的に示す図で
ある。図６に示すように、リチウムイオン二次電池の製造工程は、正極電極板（シート）
製造工程と負極電極板（シート）製造工程と電池セルの組立工程とを含んでいる。
【００１７】
　通常の電極板（シート）製造では、電極層の形成工程（塗布・乾燥工程）を集電箔表面
と裏面に対し別々に行い、集電箔の両面に電極層が形成された電極板を製造した後、圧縮
、切断といった加工を行う。
【００１８】
　その後、電極セル組立工程では、捲回と呼ばれる工程で、上記のフィルム状の正極電極
板および負極電極板から、電池セルに必要な大きさの正極および負極を切り出すとともに
、これら正極電極板と負極電極板を分離するためのフィルム状のセパレータ材料から電池
セルに必要な大きさのセパレータを切り出し、正極および負極に、切り出したセパレータ
を挟んで重ねて捲き合わせる（捲回）。そして、捲き合わせた正極、負極およびセパレー
タの電極対の群を組み立てて溶接する。その後、溶接したこれら電極対の群を電池缶内に
配置した後、電解液を注入（注液）する。そして、電池缶を完全に密閉し（封口）、電池
セルを作製する。電池セル検査工程は、セル組立工程にて作成されたリチウムイオン二次
電池のセルを繰り返し充放電し、この電池セルの性能および信頼性に関する検査（例えば
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、電池セルの容量や電圧、充電または放電時の電流や電圧等の検査）を行う（単電池検査
）。これにより、電池セルが完成し、電池セル組立工程が終了する。
【００１９】
　図７に、従来の一般的なリチウムイオン二次電池電極板製造装置の構成を示す。リチウ
ムイオン二次電池の正極又は負極を構成する電極層を形成するために用いる電極材料は、
充放電によりリチウムイオンの放出・吸蔵が可能な活物質と導電助剤の粉末を、これら粉
末を結着させるためのバインダや溶剤などと混練・分散した高粘度スラリ状の液体である
。　
　スラリ状の該電極材料１は、バックローラ２に対抗する塗工部に設置されたダイコータ
等の塗工手段３を用いて、集電用金属箔ロール４から供給される集電箔５の表面に薄く、
均一に塗布される。その後、集電箔裏面に接しながら集電箔５を一定速度で搬送するため
のローラ搬送系を用いて、スラリ状電極材料を塗布した集電箔５を乾燥室１０として示す
熱風乾燥炉で塗布膜中の溶剤成分を加熱蒸発して、電極材料を乾燥固化させ、電極層を形
成する。それらの電極層は、電極板ロール２０に巻き取られる。
【００２０】
　図８に、従来の一般的なリチウムイオン二次電池電極板プレス装置の構成を示す。電極
層を形成した集電箔を対向した一対のプレスローラ（ローラ）８、９の間に通過させるこ
とで電極層の圧縮を行う。通常、電極層を高充填とするために、プレスローラ表面を加熱
し、電極層に含まれるバインダを軟化させることで粒子を再配列しやすくする、加熱プレ
スローラが使用されている。その後、切断といった加工を行い、フィルム状の正・負極の
電極板を製造する。
【００２１】
　従来の製造方法では、電極板の活物質充填密度を向上させるために、加熱プレスローラ
が使用されている。リチウムイオン二次電池でよく使用されるフッ素系バインダの軟化点
は１３０℃以上であり、効率よく電極層を圧縮させる為には軟化点近くまで温度を上げる
必要がある。しかしながら、プレスローラ表面温度を高くすることで、集電体である金属
箔が酸化する、また、金属が膨張して箔に皺がよる恐れがある。特に、負極集電体として
よく用いられる銅箔は５０～８０℃に温度を抑える必要がある。そのため、バインダが十
分に軟化せず、電極層を高圧縮するためには、プレス圧力を高くする必要があった。
【００２２】
　プレス圧力を高くすることで、圧縮工程が進行するに従ってプレスローラの表面が摩耗
する。摩耗したプレスローラ表面の凹凸は不均一となるため、長期間使用したプレスロー
ラでは電極層の厚さや密度がばらつくという問題が生じる。電極層の厚みがばらつくと、
セパレータを介して正極板と負極板を断面渦巻状に捲回した際に、局所的に巻圧が高くな
る箇所が発生し、充放電時に過電圧が生じやすくなる。さらに、プレスローラ表面の摩耗
した部材は、電極中に入り込む異物のポテンシャルとなる。通常、プレスローラ部材には
ＳＵＳ等の金属が使用される為、摩耗金属異物が電極中に混入した場合、正極と負極の間
で短絡を引起す恐れがある。
【００２３】
　また、摩耗したプレスローラは表面の凹凸による電極板厚みのばらつきを防ぐことを目
的として、一定期間使用したプレスローラ表面は再研磨を行うことがある。これにより、
電極厚みばらつきによる不良を防ぐことはできるが、再研磨のコストが発生する。プレス
圧力が高い条件では、この再研磨を行う回数が増加してコスト増の要因の一つとなってい
る。
【００２４】
　また上述した課題を解決するため、表面に超硬セラミックコーティングしたプレスロー
ラを使用することがある。しかしながら、再研磨までの期間は長期化できるものの、根本
的なプレス圧力の低減はできない為、表面摩耗は完全に防ぐことができていない。また、
超硬セラミックコーティングしたプレスローラは部材コストが高く、再研磨におけるコス
トも高くなる問題もある。
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【００２５】
　よって、これらの問題を解決するために、リチウムイオン二次電池の電極板において、
低いプレス圧で電極板中の活物質充填密度を向上させることができる本発明の実施例を、
以下、図面を用いて説明する。なお、本実施例を説明するための図面は、同一の機能を有
する部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。また、電極
は、正極、負極を総称して使用する。
【実施例１】
【００２６】
　本実施例に係る製造方法は、塗布電極膜を乾燥工程の前に固化させる固化工程を備え、
塗布電極膜に含まれる溶媒を乾燥除去する前にプレスによる圧縮工程を行うこと特徴とす
る。ここで、固化とは電極層に含まれるバインダの非溶剤（又は貧溶剤）を塗布直後の電
極層表面に噴霧することでバインダが析出する工程である。固化された電極層は流動性が
なく、プレスローラ表面への付着がないため、乾燥前にプレスを行うことが可能となる。
乾燥前の電極層は可塑性がある為、プレスによる粒子の再配置が起こりやすく、より低圧
で密度を上昇させることが可能となる。この固化工程と乾燥前圧縮工程により、塗布膜に
含まれる溶媒を乾燥させた後に圧縮工程を行うことに起因する種々の問題を同時に解決す
ることができる。
【００２７】
　以下、本実施例におけるリチウムイオン二次電池の製造装置および製造方法について図
１を用いて説明する。図１は、本実施例における片面塗布型の電極板製造・プレス装置の
構成を示す図である。
【００２８】
　図１において、リチウムイオン二次電池の電池板の製造工程では、まずリチウムイオン
二次電池の正極又は負極を形成するための電極材料１を調整する。スラリ状の電極材料１
は、バックローラ２に対抗するスリットダイコータ等の第１の塗工手段３を用いて、集電
用金属箔ロール４から供給される集電箔５の表面に薄く、均一に塗工される。この工程を
塗工工程と称す。次に、電極材料１が塗工された集電箔５を固化室６に搬送し、噴霧ノズ
ル７から供給される固化液を噴霧して塗布膜を固化させる。この工程を固化工程と称し、
固化した塗布膜を固化膜と称す。次いで、固化膜を対向する二つのプレスローラ８、９の
間に通過させ、電極層を圧縮する。この工程を圧縮工程と称す。圧縮した固化膜は乾燥室
１０として示す熱風乾燥炉を用いて塗布膜中の溶剤成分および固化液を加熱蒸発して、電
極材料を乾燥させ、電極層を形成する。この工程を乾燥工程と称す。
【００２９】
　乾燥工程以降は、圧縮工程を除いて、前述した、従来と同様の方法でリチウムイオン二
次電池セルが製造される。
【００３０】
　本実施例における電極材料は少なくとも充放電によりリチウムイオンの放出・吸蔵が可
能な正極または負極活物質粉末と、場合により導電助剤の粉末を含み、さらに乾燥後に粉
末成分間もしくは粉末成分と集電箔間を結着するためのバインダ成分を含んでいる。
【００３１】
　固化工程で使用する固化液は、塗布膜に含まれるバインダ成分が不溶である性質を有す
ると共に、塗布膜内の溶剤と相互溶解する性質を有することが必要である。固化液が塗布
膜に接触すると、固化液は塗布膜内の溶剤に溶解しながら塗布膜内に侵入する。塗布膜中
で固化液濃度が増加するとバインダの溶解度が減少するため、バインダが析出し、塗布膜
が固定化される。
【００３２】
　固化膜は流動性がなく、プレスローラ表面への付着がない。また、固化膜で析出したバ
インダは、溶媒により湿潤しているため、乾燥析出したバインダとは異なり、可塑性を持
っている。そのため、バインダの軟化点まで温度を上昇させる必要なく、粒子の再配列が
可能となる。以上のように、固化膜は流動性がなく可塑性である特徴から、乾燥前プレス
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により、より低圧で電極材料を高圧縮することが可能となる。これにより、プレスローラ
表面における摩耗を低減することができ、摩耗異物の混入リスクやプレスローラ再研磨・
交換コストの低減に寄与できる。
【００３３】
　以下では、本実施例におけるリチウムイオン電池の各材料について説明する。
【００３４】
　本実施例で用いる正極活物質は、コバルト酸リチウムや、マンガンを含有するスピネル
構造のリチウム含有複合酸化物、もしくはニッケル、コバルト、マンガンを含んでなる複
合酸化物、あるいはオリビン型リン酸鉄に代表されるオリビン型化合物などを使用するが
、これらに限定されるわけではない。マンガンを含有するスピネル構造のリチウム含有複
合酸化物は熱的安定性に優れているため、例えば、安全性の高い電池を構成することがで
きる。また正極活物質には、マンガンを含有するスピネル構造のリチウム含有複合酸化物
のみを用いてもよいが、他の正極活物質を併用してもよい。このような他の正極活物質と
しては、例えば、Li（１＋ｘ）ＭＯ２(－０．１＜ｘ＜０．１、Ｍ：Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｎ、
Ａｌ、Ｍｇ、Ｚｒ、Ｔｉなど)で表わされるオリビン型化合物などが挙げられる。また層
状構造のリチウム含有遷移金属酸化物の具体例としては、ＬｉＣｏＯ２やＬｉＮｉ（１－

ｘ）Ｃｏ（ｘ－ｙ）ＡｌｙＯ２(０．１≦ｘ≦０．３、０．０１≦ｙ≦０．２)などの他、
少なくともＣｏ、ＮｉおよびＭｎを含む酸化物(ＬｉＭｎ１／３Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３Ｏ

２、ＬｉＭｎ５／１２Ｎｉ５／１２Ｃｏ１／６Ｏ２、ＬｉＮｉ３／５Ｍｎ１／５Ｃｏ１／

５Ｏ２など)などを用いることができる。
【００３５】
　本実施例で用いる負極活物質は、例えば、天然黒鉛(鱗片状黒鉛)、人造黒鉛、膨張黒鉛
などの黒鉛材料；ピッチを焼成して得られるコークスなどの易黒鉛化性炭素質材料；フル
フリルアルコール樹脂(ＰＦＡ)やポリパラフェニレン(ＰＰＰ)およびフェノール樹脂を低
温焼成して得られる非晶質炭素などの難黒鉛化性炭素質材料などの炭素材料が挙げられる
。また、炭素材料の他に、リチウムやリチウム含有化合物も負極活物質として用いること
ができる。リチウム含有化合物としては、Ｌｉ－Ａｌなどのリチウム合金や、Ｓｉ、Ｓｎ
などのリチウムとの合金化が可能な元素を含む合金が挙げられる。更にＳｎ酸化物やＳｉ
酸化物などの酸化物系材料も用いることも可能である。
【００３６】
　本実施例で用いる導電助剤は、通常、正極電極膜に含有させる電子伝導助剤として用い
るもので、例えば、カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、グラ
ファイト、カーボンファイバー、カーボンナノチューブなどの炭素材料が好ましい。上記
の炭素材料の中でも、添加量と導電性の効果、および塗布用正極スラリの製造性の点から
、アセチレンブラックまたはケッチェンブラックが特に好ましい。かかる導電助材は負極
電極膜に含有させることも可能であり、好ましい場合もある。
【００３７】
　本実施例の電極に用いるバインダは、上記の活物質および導電助剤を結着させるための
バインダを含有していることが好ましい。バインダとしては、例えば、ポリビニリデンフ
ルオライド系ポリマー（主成分モノマーであるビニリデンフルオライドを８０質量％以上
含有する含フッ素モノマー群の重合体）、ゴム系ポリマーなどが好適に用いられる。上記
ポリマーは、２種以上を併用してもよい。また、本実施例のバインダは、溶媒に溶解した
溶液の形態で供されるものが好ましい。上記ポリビニリデンフルオライド系ポリマーを合
成するための含フッ素モノマー群としては、ビニリデンフルオライド；ビニリデンフルオ
ライドと他のモノマーとの混合物で、ビニリデンフルオライドを８０質量％以上含有する
モノマー混合物；などが挙げられる。他のモノマーとしては、例えば、ビニルフルオライ
ド、トリフルオロエチレン、トリフルオロクロロエチレン、テトラフルオロエチレン、ヘ
キサフルオロプロピレン、フルオロアルキルビニルエーテルなどが挙げられる。また、上
記のゴム系ポリマーとしては、例えば、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、エチレンプ
ロピレンジエンゴム、フッ素ゴムなどが挙げられる。
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【００３８】
　電極層中におけるバインダの含有量は、乾燥後の電極層を基準として０．1質量％以上
、より好ましくは０．３質量％以上であって、１０質量％以下、より好ましくは５質量％
以下であることが望ましい。バインダの含有量が少なすぎると、本実施形態の固化工程に
おける固化が不十分となるばかりでなく、乾燥後の電極膜の機械的強度が不足し、電極層
が集電箔から剥離する問題がある。また、バインダの含有量が多すぎると、電極層中の活
物質量が減少して、電池容量が低くなるおそれがある。
【００３９】
　本実施例で用いる集電箔はシート状の箔に限定されることはなく、その基体としては、
例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、ステンレス鋼、チタン（Ｔｉ）などの純金
属もしくは合金性導電材料を用いて、その形状として、網、パンチドメタル、フォームメ
タルや、板状に加工した箔などが用いられる。導電性基体の厚みとしては、例えば、5か
ら３０μｍ、より好ましくは８から１６μｍが選択される。
【００４０】
　本実施例の固化液は、塗布膜中の溶剤およびバインダに対して適切に選択して使うこと
が重要である。かかる固化液は塗布膜中のバインダ成分の溶解性、溶剤相互の溶解性から
選択されるべきである。一般的な溶剤系のスラリで使用される塗布膜中の溶剤はＮ－メチ
ルピロリドン、ジメチルスルホキシド、プロピレンカーボネート、ジメチルホルムアミド
、γ－ブチロラクトンなどに代表される非プロトン性極性溶剤もしくはこれらの混合液が
挙げられる。これらの溶剤に対し相互溶解及び使用するバインダの溶解度から、固化液と
しては水やエタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール類もしくはこれらの混合
液を選択できるが、ここにあげた例に限定されるわけではない。また、均一に固化液を噴
霧する為には、塗布膜との濡れ性も考慮して固化液を選択するべきであり、水とアルコー
ルの混合物を用いることが好ましい。アルコールの濃度としては、２０～８０％、より好
ましくは４０～６０％を使用することが望ましい。
【００４１】
　次に、本実施例の固化工程について詳細に説明する。本実施例の固化工程は、塗工工程
と圧縮工程の間に導入される。固化工程では、塗布膜表面に固化液を噴霧し、電極層を固
化する。このとき、噴霧する量・噴霧粒径を適切に選択して使用することが重要である。
噴霧ノズルの種類としては、液体のみを噴出する一流体ノズルと液体と気体を混合して噴
出する二流体ノズルが使用できる。噴霧により固化膜に水が接触した際の衝撃を軽減する
観点から、より微細な液滴を噴霧できる二流体ノズルが望ましい。また、ノズルから噴霧
される噴霧粒子の平均粒子径Ｄ５０は、２０μｍ以下、より好ましくは１０μｍ以下とす
ることで、塗布膜欠点等のダメージを防ぐことできる。
【００４２】
　次に、本実施例の圧縮工程について詳細に説明する。本実施例の圧縮工程は、固化工程
の後、固化膜中に含まれる溶媒が完全に乾燥除去される前に導入される。圧縮工程では、
対向する二つのローラの間を通過させるプレスローラが用いられる。プレスローラの部材
はステンレス鋼、ニッケル、ニッケル合金等が用いられる。摩耗を防ぐ為の特殊なコーテ
ィングを施す必要はないが、場合によりタングステンコーティング等のセラミックコーテ
ィングを行ってもよい。プレスローラ表面への電極材料の付着は起こらないが、よりプレ
スローラ表面と固化膜表面の離型性を高める為に、シリコンやテフロン（登録商標）コー
ティングをしたプレスローラを用いることがより好ましい。
【００４３】
　本実施例により提供され得るリチウムイオン二次電池は、上述した方法で製造される正
極及び負極を含むこと以外は従来の二次電池と同様にして製造することができる。電池の
外装容器の構造やサイズ、あるいは正負極を主構成要素とする電極体の構造等について、
特に制限はない。
【００４４】
　以下、本実施例を実現するための具体的な製造方法について、図１の電極板の製造装置
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を用いた、正極板の製造方法を例に説明する。
【００４５】
　正極活物質にはリチウム遷移金属複合酸化物としてのニッケルコバルトマンガン酸リチ
ウムを選択できる。また、導電材の黒鉛粉末、及び、アセチレンブラックと、本実施例の
固化材としてのバインダとなるポリフッ化ビニリデン（以下、ＰＶｄＦという）とを重量
比で８５：８：２：５となる割合で混合し、さらにＮ－メチル－２－ピロリドン（以下、
ＮＭＰという）を逐次添加し、これらの成分をプラネタリーミキサーで混練して正極スラ
リを調整する。スラリ中には本実施例の固化材としてのバインダ成分がＮＭＰに溶解して
おり、スラリは高粘度の液体であった。回転粘度計で測定したスラリの粘度は約１０Ｐａ
・ｓとなる。
【００４６】
　かかる混練したスラリ状の正極材料を図1の電極材料１として、バックローラ２に対抗
する第１の塗工手段３であるスリットダイコータを用いて、集電用金属箔ロール４から供
給される集電箔５であるアルミニウム箔（厚さ２０μｍ、幅２００ｍｍ）の表面に塗布厚
さ1００μｍ、幅１５０ｍｍとなるように塗工する。以上の工程が塗工工程となる。
【００４７】
　かかる表面に正極材料を塗布したアルミニウム箔は固化室６に導入され、噴霧ノズル７
から固化液を電極層に噴霧し、電極層を固化させる。この工程が固化工程となる。ここで
、固化液には４０％エタノール含有水を用いた。噴霧ノズルには内部混合型の二流体ノズ
ルを用いた。この二流体ノズルから噴出される噴霧粒子の平均粒子径D５０は１０μｍで
あった。
【００４８】
　次いで、固化膜を対向する二つのプレスローラ８、９の間に通過させ、電極層を圧縮す
る。この工程が圧縮工程である。
【００４９】
　次いで、圧縮固化膜を乾燥室１０中で１２０℃１０分間乾燥し、固化膜中に含まれる溶
剤を蒸発除去し、リチウムイオン二次電池用正極板を製造する。以上の工程が、電極材料
から溶剤成分を除去して乾燥する乾燥工程となる。　
　以上のように、本実施例は、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工
工程と、電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、固化された塗布膜で
ある固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、圧縮された固化膜を乾燥
させる乾燥工程を備え、圧縮工程を固化工程と乾燥工程の間に行なうリチウムイオン二次
電池の電極板の製造方法とする。
【００５０】
　また、乾燥工程の前に固化工程と圧縮工程を行なうリチウムイオン二次電池の電極板の
製造方法とする。
【００５１】
　また、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、電極材料に含
まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、固化された塗布膜である固化
膜を圧縮するプレスローラと、圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室と備
え、プレスローラを固化室と乾燥室の間に配置したリチウムイオン二次電池の電極板の製
造装置とする。
【００５２】
　さらに、乾燥室の前に固化室とプレスローラを配置したリチウムイオン二次電池の電極
板の製造装置とする。
【００５３】
　以上のように、本実施例によれば、塗布工程のあとに固化工程を導入することで、塗布
膜の流動性、プレスローラ表面への付着がないため、乾燥工程の前に圧縮工程を行うこと
が可能となる。また、固化により析出したバインダは、溶媒により湿潤しているため、乾
燥析出したバインダとは異なり、可塑性を持っている。そのため、バインダの軟化点まで
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温度を上昇させる必要なく、粒子の再配列が可能となる。以上のように、固化膜は流動性
がなく可塑性である特徴から、乾燥前プレスによりプレス圧力が低減でき、より低圧で電
極材料を高圧縮することが可能となる。これにより、プレスローラ表面における摩耗を低
減することができ、摩耗異物の混入リスクやプレスローラ再研磨および交換コストの低減
に寄与できる。
【００５４】
　なお、上記説明では、正極集電箔の片面に正極材料スラリを塗工して、正極板を製造す
る例を記載したが、正極集電箔の両面に、正極材料スラリ、および絶縁材料スラリを塗工
する場合には、巻き取りロールに巻き取られた正極電極板を反転させて、再度同一の工程
を経て裏面を塗工することで実現できる。
【実施例２】
【００５５】
　本実施例では、両面一括塗布型の電極板の製造装置を用いた製造方法について説明する
。図２は、本実施例における両面一括塗布型の電極板製造・プレス装置の構成を示す図で
ある。
【００５６】
　図２において、正極板の製造を例に説明する。図２において、実施例１と同様に作製し
たスラリ状の正極材料を、図２の電極材料１として、第１の塗工手段３である表面用スリ
ットダイコータおよび第２の塗工手段１２である裏面用スリットダイコータを用いて、集
電用金属箔ロール４から供給される集電箔５であるアルミニウム箔（厚さ２０μｍ、幅２
００ｍｍ）の両面に塗布厚さ1００μｍ、幅１５０ｍｍとなるように塗工する。以上の工
程が本実施例の塗工工程となる。
【００５７】
　かかる両面に正極材料を塗布したアルミニウム箔は固化室１３に導入され、表面用噴霧
ノズル７および裏面用噴霧ノズル１４から固化液を電極層に噴霧し、電極層を固化させる
。この工程が、本実施例の固化工程となる。ここで、固化液および噴霧条件は、実施例1
と同様である。なお、固化工程において、両面に正極材料が塗布されているので、そのア
ルミニウム箔の搬送は、搬送ローラによるローラに接触した状態での搬送は不可であり、
非接触の搬送、例えばエアー搬送等で行う必要がある。
【００５８】
　次いで、圧縮、乾燥工程を、二つのプレスローラ８、９、及び、乾燥室１０にて、実施
例1と同様の条件で実施する。これにより、本実施例の製造装置を用いて、プレス済みの
両面正極板が製造される。
【００５９】
　以上のように、本実施例は、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工
工程と、電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、固化された塗布膜で
ある固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、圧縮された固化膜を乾燥
させる乾燥工程を備え、塗工工程は電極集電箔への両面塗工であり、固化工程は塗工され
た両面の電極材料の両面一括固化であり、圧縮工程は固化された両面の固化膜を両面一括
圧縮し、乾燥工程は圧縮された両面の固化膜を両面一括乾燥し、圧縮工程を固化工程と乾
燥工程の間に行なうリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法とする。
【００６０】
　また、乾燥工程の前に固化工程と圧縮工程を行なうリチウムイオン二次電池の電極板の
製造方法とする。
【００６１】
　また、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、電極材料に含
まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、固化された塗布膜である固化
膜を圧縮するプレスローラと、圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室と備
え、塗工手段は電極集電箔の両面へ電極材料の塗布を行う手段であり、固化室は塗布され
た両面の電極材料を固化させる固化工程を行い、プレスローラは固化された両面の固化膜
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を圧縮し、乾燥室は圧縮された両面の固化膜を乾燥し、プレスローラを固化室と乾燥室の
間に配置したリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置とする。
【００６２】
　さらに、乾燥室の前に固化室とプレスローラを配置したリチウムイオン二次電池の電極
板の製造装置とする。
【００６３】
　本実施例によれば、両面に電極層を設ける場合は、塗工、固化、圧縮、乾燥工程を両面
一括で処理できるので、製造工程がコンパクトになるという利点がある。
【００６４】
　以上のように、本実施例によれば、両面電極層の製造において、塗布工程のあとに固化
工程を導入することで、乾燥工程の前に圧縮工程を行うことが可能となる。また、乾燥前
プレスにより、より低圧で電極材料を高圧縮することが可能となる。これにより、プレス
ローラ表面における摩耗を低減することができ、摩耗異物の混入リスクやプレスローラ再
研磨・交換コストの低減に寄与できる。
【実施例３】
【００６５】
　本実施例では、両面逐次塗布型の電極板の製造装置を用いた製造方法について説明する
。図３は、本実施例における両面逐次塗布型の電極板製造・プレス装置の構成を示す図で
ある。
【００６６】
　図３において、正極板の製造を例に説明する。図３において、実施例１と同様に作製し
たスラリ状の正極材料を、図３の電極材料１として、バックローラ２に対抗する第１の塗
工手段３である表面用スリットダイコータを用いて、集電用金属箔ロール４から供給され
る集電箔５であるアルミニウム箔（厚さ２０μｍ、幅２００ｍｍ）の表面に塗布厚さ1０
０μｍ、幅１５０ｍｍとなるように塗工する。以上の工程が本実施例の塗工工程１となる
。
【００６７】
　かかる表面に正極材料を塗布したアルミニウム箔は固化室６に導入され、表面用噴霧ノ
ズル７から固化液を電極層に噴霧し、電極層を固化させる。この工程が、本実施例の固化
工程１となる。ここで、固化液および噴霧条件は、実施例1と同様である。
【００６８】
　表面に正極固化膜が形成したアルミニウム箔の裏面に、バックローラ１５に対抗する第
２の塗工手段１２である裏面用スリットダイコータを用いて、塗布厚さ1００μｍ、幅１
５０ｍｍとなるように塗工する。以上の工程が本実施例の塗工工程２となる。
【００６９】
　かかる裏面に正極材料を塗布したアルミニウム箔は固化室１６に導入され、裏面用噴霧
ノズル１４から固化液を電極層に噴霧し、電極層を固化させる。この工程が、本実施例の
固化工程２となる。ここで、固化液および噴霧条件は、実施例1と同様である。
【００７０】
　次いで、圧縮、乾燥工程を、二つのプレスローラ８、９、及び、乾燥室１０にて、実施
例1と同様の条件で実施する。これにより、本実施例の製造装置を用いて、プレス済みの
両面正極板が製造される。
【００７１】
　以上のように、本実施例は、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工
工程と、電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、固化された塗布膜で
ある固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、圧縮された固化膜を乾燥
させる乾燥工程を備え、塗工工程により、電極集電箔の１面に電極材料を塗布し、固化工
程により、塗工された１面の電極材料の固化を行い、さらに、塗工工程により、電極集電
箔の１面の裏面に電極材料を塗布し、固化工程により、塗工された裏面の電極材料の固化
を行い、圧縮工程は固化された両面の固化膜を両面一括圧縮し、乾燥工程は圧縮された両
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面の固化膜を両面一括乾燥し、圧縮工程を固化工程と乾燥工程の間に行なうリチウムイオ
ン二次電池の電極板の製造方法とする。
【００７２】
　また、乾燥工程の前に固化工程と圧縮工程を行なうリチウムイオン二次電池の電極板の
製造方法とする。
【００７３】
　また、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、電極材料に含
まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、固化された塗布膜である固化
膜を圧縮するプレスローラと、圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室と備
え、塗工手段により、電極集電箔の１面に電極材料を塗布し、固化室は塗布された１面の
電極材料を固化させる固化工程を行い、さらに、塗工手段により、電極集電箔の１面の裏
面に電極材料を塗布し、固化室が塗布された裏面の電極材料を固化させる固化工程を行い
、プレスローラは固化された両面の固化膜を圧縮し、乾燥室は圧縮された両面の固化膜を
乾燥し、プレスローラを固化室と乾燥室の間に配置したリチウムイオン二次電池の電極板
の製造装置とする。
【００７４】
　さらに、乾燥室の前に固化室とプレスローラを配置したリチウムイオン二次電池の電極
板の製造装置とする。
【００７５】
　本実施例によれば、両面電極層の製造において、塗工、固化工程は片面ずつ逐次処理を
行うが、圧縮、乾燥工程については、両面一括で処理できるので、実施例１に比べて製造
工程がコンパクトになる。また、固化工程において、塗布膜が塗布されている裏面の塗布
されていない面の集電箔をローラに接触した状態で搬送が可能であるので、搬送系の制御
が実施例２に比較して簡単になるという利点がある。
【００７６】
　以上のように、本実施例によれば、両面電極層の製造において、塗布工程のあとに固化
工程を導入することで、乾燥工程の前に圧縮工程を行うことが可能となる。また、乾燥前
プレスにより、より低圧で電極材料を高圧縮することが可能となる。これにより、プレス
ローラ表面における摩耗を低減することができ、摩耗異物の混入リスクやプレスローラ再
研磨・交換コストの低減に寄与できる。
【実施例４】
【００７７】
　本実施例は、乾燥室内で圧縮工程を行う電極板の製造装置及び製造方法である。図４は
、本実施例における乾燥室内で圧縮工程を行う電極板製造・プレス装置の構成を示す図で
ある。
【００７８】
　図４において、正極板の製造を例に説明する。図４において、塗工工程、固化工程は、
実施例１と同様である。以上の工程により固化膜を形成したアルミニウム箔は、乾燥室１
７に導入される。乾燥室１７中に配置された対向する二つのプレスローラ８、９の間に固
化膜を形成したアルミニウム箔を通過させ、正極層を圧縮する。乾燥室１７を通過する間
に、固化膜中に含まれる溶剤は蒸発除去され、リチウムイオン二次電池用正極板が製造さ
れる。以上の工程が本実施形態における圧縮工程および乾燥工程である。これにより、本
実施例の製造装置を用いて、プレス済みの正極板が製造される。
【００７９】
　以上のように、本実施例は、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工
工程と、電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、固化された塗布膜で
ある固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、圧縮された固化膜を乾燥
させる乾燥工程を備え、圧縮工程は、乾燥工程内で実施するリチウムイオン二次電池の電
極板の製造方法とする。
【００８０】
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　また、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、電極材料に含
まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、固化された塗布膜である固化
膜を圧縮するプレスローラと、圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室と備
え、プレスローラは、乾燥室内に配置されるリチウムイオン二次電池の電極板の製造装置
とする。
【００８１】
　本実施例によれば、乾燥室内に圧縮工程を導入することで、固化膜に含まれる溶媒残量
を制御した状態で、電極層の圧縮を行うことが出来る。すなわち、固化膜が可塑性を維持
できるだけの溶剤分を残した状態で圧縮を行うことで、多量な溶媒に湿潤している状態よ
りも効率的に電極層の圧縮を行うことが可能となる。
【００８２】
　なお、乾燥室１７内に配置するプレスローラ８、９は任意の位置に配置することができ
るが、固化膜中の溶媒がすべて除去される前に圧縮工程を行うことが必要である。よって
、乾燥室導入直後に圧縮工程を行うことが最も好ましい。また、乾燥室に圧縮工程がある
ので、圧縮工程の進捗に応じた温度制御を行うことが好ましい。
【００８３】
　また、本実施例では、片面塗布の例を示したが、実施例２および３の両面塗布・固化工
程のあと、本実施例の圧縮・乾燥工程を実施することも、もちろん可能である。
【実施例５】
【００８４】
　本実施例は、乾燥室間で圧縮工程を行う電極板の製造装置及び製造方法である。図５は
、本実施例における乾燥室間で圧縮工程を行う電極板製造・プレス装置の構成を示す図で
ある。
【００８５】
　図５において、正極板の製造を例に説明する。図５において、塗工工程、固化工程は、
実施例１と同様である。以上の工程により固化膜を形成したアルミニウム箔を、第１の乾
燥室１８に導入する。第１の乾燥室１８では、表面層の溶媒のみを蒸発させることを目的
とする。第１の乾燥室１８で表面層の溶媒を除去した固化膜を、対向する二つのプレスロ
ーラ８、９の間に固化膜を形成したアルミニウム箔を通過させ、正極層を圧縮する。この
工程は本実施例の乾燥工程１および圧縮工程である。
【００８６】
　次いで、圧縮固化膜を第２の乾燥室１９に導入し、固化膜中の溶媒を完全に蒸発除去し
、リチウムイオン二次電池用正極板を製造する。以上の工程が、電極材料から溶剤成分を
除去して乾燥する本実施例の第２の乾燥室１９で行われる乾燥工程２となる。これにより
、本実施例の製造装置を用いて、プレス済みの正極板が製造される。
【００８７】
　本実施例によれば、第１の乾燥室１８と圧縮工程が別であるので、実施例４に比べて、
乾燥室１８内に温度制御が容易となる。
【００８８】
　以上のように、本実施例は、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工
工程と、電極材料に含まれるバインダ成分を析出させる固化工程と、固化された塗布膜で
ある固化膜を対向するプレスローラにより圧縮する圧縮工程と、圧縮された固化膜を乾燥
させる乾燥工程を備え、さらに、固化工程によって固化された塗布膜である固化膜を一部
乾燥させる第１の乾燥工程を備え、圧縮工程は、該一部乾燥させた固化膜を対向するプレ
スローラにより圧縮するリチウムイオン二次電池の電極板の製造方法とする。
【００８９】
　また、電極集電箔にバインダ成分を含む電極材料を塗布する塗工手段と、電極材料に含
まれるバインダ成分を析出させる固化工程を行う固化室と、固化された塗布膜である固化
膜を圧縮するプレスローラと、圧縮された固化膜を乾燥させる乾燥工程を行う乾燥室と備
え、さらに、固化工程によって固化された塗布膜である固化膜を一部乾燥させる第１の乾
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燥室を備え、プレスローラは、第１の乾燥室で一部乾燥させた固化膜を圧縮するリチウム
イオン二次電池の電極板の製造装置とする。
【００９０】
　以上のように、本実施例によれば、乾燥室間に圧縮工程を導入することで、固化膜に含
まれる溶媒残量を制御した状態で、電極層の圧縮を行うことが出来る。すなわち、固化膜
が可塑性を維持できるだけの溶剤分を残した状態で圧縮を行うことで、多量な溶媒に湿潤
している状態よりも効率的に電極層の圧縮を行うことが可能となる。
【００９１】
　なお、実施例５では、片面塗布の例を示したが、実施例２および３の両面塗布・固化工
程のあと、本実施例５の乾燥・圧縮・乾燥工程を実施することも、もちろん可能である。
【実施例６】
【００９２】
　本実施例は、実施例１で説明した電極板製造・プレス装置の圧縮工程におけるプレスロ
ーラを加熱プレスローラとする電極板の製造装置及び製造方法である。
【００９３】
　以下、正極板の製造を例に説明する。実施例１と同様に、図１において、正極材料の塗
布・固化工程の後、プレスローラ表面温度１００℃に設定した対向する二つのプレスロー
ラ８、９の間に固化膜を形成したアルミニウム箔を通過させ、正極層を圧縮する。次いで
、乾燥工程を、乾燥室１０にて、実施例1と同様の条件で実施する。これにより、プレス
済みの正極板が製造される。
【００９４】
　本実施例によれば、固化工程と乾燥工程の間で加熱プレスをすることで、乾燥工程の短
縮化が可能となる。すなわち、加熱したプレスローラで圧縮することにより、電極層は接
触電熱により効率的に温度が伝わり、圧縮と同時に固化膜に含まれる溶媒分を除去するこ
とが可能となり、その後の乾燥室長を短くすることができる。これにより、プレスローラ
表面における摩耗を低減し、摩耗異物の混入リスクやプレスローラ再研磨・交換コストの
低減ができるだけでなく、乾燥室の設備コストおよびランニングコストの低減が可能とな
る。
【００９５】
　なお、本実施例では、実施例１のプレスローラを加熱する例を示したが、実施例２から
５においてプレスローラを加熱することも、もちろん可能である。
【００９６】
　以上説明した実施例での効果は、正極材料からなる正極電極板でのみ得られるのではな
く、負極電極板でも同様の効果を得ることができる。また、いずれも本発明を実施するに
当たっての具体化の一例を示したものに過ぎず、本発明はその技術思想または主要な特徴
から逸脱することなくさまざまな形で実施することができる。また、リチウムイオン電池
を例に挙げて、本発明の技術的思想について説明したが、本発明の技術的思想は、リチウ
ムイオン電池に限定されるものではなく、正極、負極、および、正極と負極とを電気的に
分離するセパレータとを備える蓄電デバイス（例えば、電池やキャパシタなど）に幅広く
適用することができる。
【００９７】
　以上実施例について説明したが、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、
様々な変形例が含まれる。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換え
ることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能で
ある。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加、削除、置換をすることも
可能である。
【符号の説明】
【００９８】
１：電極材料
２、１５：バックローラ



(17) JP 6300619 B2 2018.3.28

10

３：第1の塗工手段
４：集電用金属箔ロール
５：集電箔
６、１３、１６：固化室
７、１４：噴霧ノズル
８、９：プレスローラ
１０、１７、１８、１９：乾燥室
１１：プレス後電極板ロール
１２：第２の塗工手段
２０：電極板ロール
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